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小
河
滋
次
郎
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て

　
　

小　

野　

修　

三

一
、
は
じ
め
に

　

森
田
明
に
よ
る
評
価
に
従
う
と
「『
成
人
行
刑
』
と
『
感
化
教
育
』
の
二
元
論
を
掲
げ
て
『
猛
進
』
し
た
実
務
家
小
河
滋
次
郎
）
1
（

」
は
、「
条
約
改
正
を
前
提
に

し
た
西
欧
法
モ
デ
ル
に
よ
る
急
速
な
法
体
制
の
整
備
）
2
（

」
の
時
代
か
ら
「
日
露
戦
争
後
こ
れ
ま
た
必
要
と
な
っ
た
継
受
西
欧
法
の
日
本
的
定
着
（
法
体
制
の
再

編
）
3
（

）」
の
時
代
へ
の
、
そ
の
「
時
代
の
転
換
と
と
も
に
倒
れ
た
）
4
（

」
人
物
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
小
河
滋
次
郎
（
一
八
六
四
〜
一
九
二
五
）
に
関
す
る
評
価
は
、
実
は
そ
の
学
問
上
の
恩
人
穂
積
陳
重
（
一
八
五
六
〜
一
九
二
六
）
と
の
比
較
と
し
て
、

森
田
明
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
穂
積
の
方
が
八
歳
年
長
で
は
あ
る
が
、
そ
の
穂
積
は
小
河
が
「
法
体
制
の
整
備
」
期
の
所
産
た
る
明
治
三
三

年
の
感
化
法
で
終
っ
た
の
に
対
し
て
、「
大
正
後
期
の
立
法
事
業
（
少
年
法
、
刑
訴
法
、
陪
審
法
）
に
ま
で
飛
距
離
を
の
ば
し
た
）
5
（

」
人
物
だ
と
。
言
い
換
え
れ

ば
、
小
河
は
「『
子
供
は
罪
人
に
非
ず
、
子
供
は
罪
人
た
る
能
は
ず
』
の
過
剰
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
6
（

」、
な
い
し
純
粋
な
ア
メ
リ
カ
法
の
精
神
か
ら
離
れ
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
穂
積
は
「
少
年
の
保
護
と
責
任
を
何
ら
か
の
形
で
架
橋
す
る
こ
と
）
7
（

」
の
必
要
性
認
識
を
、
わ
が
国
の
司
法
当
局
者
た
ち
と
共

有
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
。

　

事
実
と
し
て
小
河
滋
次
郎
の
場
合
に
は
「
法
体
制
の
整
備
」
期
の
み
に
関
与
し
、「
法
体
制
の
再
編
」
期
に
は
立
法
過
程
に
足
跡
を
残
す
こ
と
が
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
以
て
「
法
体
制
の
再
編
」
期
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
彼
を
語
る
意
義
は
も
は
や
失
わ
れ
た
、
と
結
論
づ
け
得
る
の
だ
ろ
う

か
。
森
田
明
が
説
明
す
る
意
味
に
お
い
て
、
小
河
は
「
時
代
の
転
換
と
と
も
に
倒
れ
た
」
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
世
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
な
お
顧
み

― 1（72）―



る
べ
き
側
面
が
あ
る
、
つ
ま
り
彼
が
か
つ
て
存
在
し
た
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
示
唆
を
受
け
る
事
柄
が
重
大
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

具
体
的
に
は
小
河
が
内
務
省
に
入
省
し
た
明
治
一
〇
年
代
末
、
日
本
国
内
の
行
刑
当
局
者
に
は
教
育
的
要
素
へ
の
反
発
が
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
条
約
改
正
の

要
件
と
し
て
「
文
明
的
の
学
理
の
注
入
）
8
（

」
が
企
て
ら
れ
、
行
刑
に
お
け
る
教
育
的
要
素
の
導
入
が
進
ん
だ
。
だ
が
そ
れ
以
後
に
「
道
徳
的
な
意
味
）
9
（

」
の
「
改
善

と
か
矯
正
）
10
（

」
で
は
な
い
事
柄
が
日
常
化
す
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
国
家
的
、
市
民
的
意
味
の
も
の
で
）
11
（

」、
社
会
秩
序
に
役
立
つ
道
徳
で

あ
り
、
個
人
の
自
律
的
行
為
と
い
う
「
道
徳
的
な
意
味
」
の
道
徳
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
道
徳
的
な
意
味
」
か
ら
離
れ
た
道
徳
哲
学
を
論
じ
た
著
作
に
、
一
七
五
九
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
情
操
論
』
が
あ
る
。
同

著
は
「
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
判
断
が
い
か
に
し
て
行
わ
れ
る
か
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
い
わ
ば
記
述
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に

行
動
す
べ
き
か
と
い
う
当
為
を
問
題
に
し
た
も
の
で
は
な
い
）
12
（

」
の
で
あ
り
、
そ
の
「
道
徳
的
判
断
」
と
は
「
社
会
の
調
和
を
維
持
す
る
）
13
（

」
た
め
に
必
要
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
間
の
日
常
生
活
の
営
み
の
な
か
か
ら
社
会
秩
序
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
社
会
」
の
た
め
に
「
道

徳
」
が
必
要
と
さ
れ
た
。

　

あ
く
ま
で
も
「
道
徳
」
が
問
題
で
は
な
く
、「
社
会
」
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
で
あ
り
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以

来
社
会
に
「
価
値
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
実
現
す
る
よ
う
に
行
為
す
る
）
14
（

」
と
い
う
他
律
的
態
度
と
し
て
の
道
徳
が
問
わ
れ
る
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
稲

葉
素
之
が
説
明
す
る
よ
う
に
社
会
に
「
行
為
の
理
由
と
な
る
よ
う
な
意
味
や
価
値
）
15
（

」
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
「
対
応
し
た
、
自
己
の
態
度
の

選
択
の
自
覚
）
16
（

」
そ
し
て
「
そ
れ
に
と
も
な
う
責
任
意
識
）
17
（

」
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
以
来
自
律
的
態
度
と
し
て
問
わ
れ
て
き
た
道
徳
で
あ
っ
た
。

　

近
代
社
会
に
お
い
て
は
「
あ
く
ま
で
も
最
終
的
決
定
者
が
自
分
自
身
で
あ
る
）
18
（

」
と
い
う
自
律
的
態
度
と
、
社
会
の
た
め
と
い
う
他
律
的
態
度
の
分
化
が
起
こ

る
こ
と
に
気
付
き
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
道
徳
」
の
両
方
と
も
理
解
し
、
い
ず
れ
も
求
め
よ
う
と
す
る
葛
藤
の
な
か
に
あ
っ
た
国
家
行
政
官
僚
が
小
河
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
小
河
は
自
分
自
身
の
「
道
徳
」
を
素
直
に
語
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
明
治
四
〇
年
の
日
記
の
な
か
で
明
治
一
五
年
頃
、

彼
が
二
〇
歳
に
な
る
少
し
前
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
「
僕
の
運
命
は
其
當
時
か
ら
既
に
弱
き
者
の
友
た
れ
と
云
ふ
こ
と
に
極
つ
て
居
た
も
の
と
見
へ
る
）
19
（

」
と
語

っ
た
個
所
が
あ
る
位
で
、
他
に
は
余
り
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
一
見
す
る
と
彼
の
内
な
る
「
道
徳
」
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
ま
ず
も
っ

て
社
会
の
な
か
の
「
道
徳
」
に
つ
い
て
の
発
言
な
の
で
あ
っ
た
。
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小河滋次郎の現代的意義について
　

例
え
ば
、
明
治
三
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
刑
事
短
編
小
説 

根
な
し
艸
』
は
「
危
機
一
髪
」
と
「
監
獄
未
來
の
夢
物
語
」
の
二
篇
か
ら
成
る
小
河
の
作
品
だ

が
、
そ
の
前
者
の
な
か
の
登
場
人
物
の
一
人
に
小
河
は
こ
う
言
わ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
法
の
心
と
法
の
文
、
文
は
死
物
に
し
て
心
に
は
生
命
あ
り
、
死
せ
る
法
文
に
は
活
け
る
心
あ
る
人
に
依
て
初
め
て
活
動
す
る
を
得
べ
し
、
世
の
法
曹
者
流

の
為
す
所
を
見
る
に
、
多
く
は
唯
た
杓
子
定
規
に
拘
泥
す
る
を
以
て
能
事
と
な
す
に
非
ざ
る
は
な
く
、
恰
か
も
死
せ
る
法
文
の
為
め
に
活
け
る
心
を
使
役
せ
ら

る
ゝ
に
も
さ
も
似
た
り
（
中
略
）
世
故
に
通
ぜ
ん
と
な
ら
ば
少
し
く
活
眼
を
開
て
活
き
た
る
社
會
の
事
相
を
看
破
せ
よ
、
或
は
慈
悲
と
云
ひ
、
或
は
同
情
と
云

ひ
、
或
は
法
の
心
と
云
ふ
も
、
畢
竟
す
る
に
是
れ
世
故
に
通
ず
る
常
識
と
一
致
す
る
人
情
の
道
と
云
ふ
に
外
な
ら
ず
云
）々
20
（

」。

　

小
河
は
法
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
法
に
は
「
価
値
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
実
現
す
る
よ
う
に
行
為
す
る
」
一
人
と
し
て
、
彼

は
彼
の
同
僚
ら
に
対
し
て
法
の
実
現
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
彼
の
同
僚
ら
に
対
し
て
「
人
情
の
道
」
た
る
法
の
実
現
、
す
な
わ
ち

「
自
己
の
態
度
の
選
択
の
自
覚
」
そ
し
て
「
そ
れ
に
と
も
な
う
責
任
意
識
」
を
迫
る
と
い
う
態
度
に
お
い
て
、
二
つ
の
「
道
徳
」
を
ど
ち
ら
も
選
択
す
る
こ
と

を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
律
的
態
度
と
他
律
的
態
度
の
両
方
と
も
理
解
し
、
い
ず
れ
も
求
め
よ
う
と
す
る
葛
藤
の
な
か
に
あ
っ
た
小
河
の
姿
に
光

を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
河
そ
の
人
お
よ
び
そ
の
光
の
反
射
に
よ
っ
て
現
在
の
わ
れ
わ
れ
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
と
考
え
る
。
Ｆ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は

そ
の
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』（
一
九
二
四
年
）
の
な
か
で
、
ニ
コ
ロ
・
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ル
リ
に
お
い
て
は
「
宗
教
と
道
徳
と
は
独
自
な
価
値
の

位
階
か
ら
（
中
略
）
国
家
の
目
的
に
対
す
る
た
ん
な
る
手
段
に
堕
し
た
）
21
（

」
と
説
明
し
て
い
た
が
、
本
稿
は
そ
の
意
味
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ル
リ
以
後
を
生
き
る
小
河

滋
次
郎
に
つ
い
て
の
伝
記
の
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。

二
、
近
代
法
制
の
整
備
期
に
お
け
る
小
河
滋
次
郎

　

一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
年
）
に
初
版
が
出
版
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
七
年
後
の
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
年
）
に
増
補
第
二
版
が
出
版
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

タ
ラ
ッ
ク
（W

illiam
 T
allack

）
の
『
行
刑
お
よ
び
犯
罪
予
防
論
』（Penological and Preventive Principles, Second and  Enlarged Edition

）
付

録
Ⅱ
「
一
九
世
紀
の
進
歩
瞥
見
」
の
個
所
の
な
か
に
「
日
本
」
と
銘
打
っ
た
一
節
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
個
所
を
全
訳
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
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「
三
大
大
陸
た
る
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
南
ア
メ
リ
カ
の
な
か
で
行
刑
改
革
と
の
関
連
で
は
（
ま
た
そ
の
他
多
く
の
事
柄
に
お
い
て
も
）『
日
本
が

筆
頭
で
あ
り
、
他
国
の
追
随
を
許
さ
な
い
』。
と
い
う
の
は
、
一
九
世
紀
の
社
会
的
お
よ
び
国
家
的
な
規
模
の
偉
大
な
革
命
の
な
か
で
、
日
本
で
起
こ
っ

た
変
革
が
最
も
輝
か
し
い
も
の
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
は
そ
の
最
も
優
れ
た
知
性
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
諸
制
度
を
学
び
報
告
す
べ

く
何
百
人
と
派
遣
し
て
き
た
。
世
界
中
で
日
本
ほ
ど
完
璧
に
組
織
さ
れ
た
監
獄
制
度
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
国
は
他
に
類
例
を
見
な
い
。
一
八
九
五
年

日
本
政
府
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
監
獄
生
活
で
普
通
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
、
ほ
と
ん
ど
余
す
所
な
く
図
解
す
る
労
作
を
公
表
し
た
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

様
式
は
今
日
日
本
で
現
に
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
囚
人
た
ち
を
運
ぶ
た
め
の
分
房
隔
離
式
運
搬
車
両
さ
え
も
含
ん
で
い
た
。
日
本
に
は
ま
た
監

獄
規
律
に
関
す
る
優
れ
た
雑
誌
が
あ
り
、
そ
の
編
集
者
た
ち
は
連
載
記
事
と
し
て
『
行
刑
お
よ
び
犯
罪
予
防
論
』
初
版
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
い
る
こ
と

も
、
こ
こ
に
記
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
本
は
大
変
に
知
性
豊
か
な
代
表
団
を
万
国
監
獄
会
議
に
派
遣
し
て
き
て
い
る
）
22
（

。」

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
監
獄
規
律
に
関
す
る
雑
誌
と
は
、
原
胤
昭
の
主
宰
す
る
同
情
会
）
23
（

が
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
年
）
四
月
に
そ
の
第
一
号
を
刊
行
し
、

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
六
月
に
第
二
五
号
ま
で
刊
行
し
て
、
次
の
第
二
六
号
を
刊
行
す
る
こ
と
な
く
終
っ
た
『
獄
事
叢
書
』
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
『
獄
事
叢
書
』
第
一
号
か
ら
「
監
獄
學
」
と
の
欄
に
連
載
さ
れ
た
の
が
「
多
良
句
氏
行
刑
新
論
／
英
國
倫
敦
ハ
ワ
ア
ド
協
會
書
記　

ウ
イ
リ
ヤ
ム
、
タ

ラ
ッ
ク
氏
著
／
日
本
北
海
道
樺
戸　

同
情
會
員
譯
）
24
（

」
で
あ
っ
た
。
こ
の
翻
訳
を
開
始
す
る
に
当
た
り
、
訳
者
は
「
本
書
は
刑
罰
執
行
、
犯
罪
豫
防
論
と
稱
す
る

も
の
な
り
、
今
意
譯
し
て
行
刑
新
論
と
云
ふ
）
25
（

」
と
述
べ
、
第
二
二
号
（
明
治
二
九
年
一
月
）
に
原
著
の
第
六
章
の
途
中
ま
で
の
翻
訳
を
掲
載
し
、
最
終
号
に
な

る
こ
と
に
な
っ
た
第
二
五
号
（
明
治
二
九
年
六
月
）
に
は
次
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
「
行
刑
新
論
全
部
出
版
豫
告
／
本
書
の
三
分
の
二
は
既
に
譯
出
し
て
本
紙
面
に
あ
り
然
る
に
目
下
の
一
問
題
と
な
り
て
當
局
者
の
参
照
と
な
る
べ
き
出
獄
人

保
護
問
題
の
こ
と
に
及
ば
ず
之
を
看
ん
こ
と
を
急
促
さ
る
ゝ
こ
と
に
よ
り
終
に
全
篇
の
飜
譯
を
了
し
。
以
て
之
を
豫
約
法
に
よ
り
全
部
印
刷
を
計
畫
せ
り
尤
も

本
書
の
需
用
未
だ
多
か
ら
ざ
る
を
思
ふ
に
よ
り
必
要
た
け
印
刷
す
る
筈
な
れ
ば
御
入
用
の
向
は
至
急
に
御
申
込
あ
り
た
し
云
）々
26
（

」。

　

こ
う
し
て
「
全
部
出
版
」
が
明
治
二
九
年
中
か
ら
同
情
会
に
お
い
て
準
備
さ
れ
、
翌
明
治
三
〇
年
一
一
月
に
出
版
さ
れ
た
翻
訳
が
、
し
か
し
、『
行
刑
新

論
』
で
は
な
く
、
小
河
滋
次
郎
に
よ
る
序
が
付
い
た
『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
』
で
あ
っ
た
。

　

訳
書
名
が
変
更
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
』
に
次
の
よ
う
な
断
り
書
き
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、 ― 4（69）―
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「（
前
略
）
曩
日
吾
か
同
情
會
月
刊
の
獄
事
叢
書
に
掲
け
て
其
一
端
を
世
に
公
に
す
る
に
臨
み
本
著
に
行
刑
新
論
の
名
を
冠
ら
せ
た
る
は
其
意
義
を
譯
出
し
た
る

に
あ
る
も
の
な
り
、
今
全
編
を
上
梓
す
る
に
當
り
原
名
を
直
譯
し
て
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
と
云
ふ
讀
者
乞
ふ
之
を
諒
せ
よ
／
出
版
者
敬
白
）
27
（

」。

　
『
行
刑
新
論
』
と
『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
』
と
は
、
後
者
に
は
小
河
滋
次
郎
の
序
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
厳
密
に
は
同
一
で
は
な
い
が
、
タ
ラ
ッ
ク
の
同

じ
著
作
の
邦
訳
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
』
と
は
表
紙
上
に
お
け
る
変
更
だ
け
で

あ
っ
て
、
本
文
中
で
は
な
お
依
然
と
し
て
同
じ
『
行
刑
新
論
』
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
つ
ま
り
前
述
の
『
獄
事
叢
書
』
第
一
号
か
ら
印
刷
さ
れ
た
「
多
良

句
氏
行
刑
新
論
／
英
國
倫
敦
ハ
ワ
ア
ド
協
會
書
記　

ウ
イ
リ
ヤ
ム
、
タ
ラ
ッ
ク
氏
著
／
日
本
北
海
道
樺
戸　

同
情
會
員
譯
」
の
文
字
よ
り
本
文
が
始
ま
っ
て
い

た
の
が
「
英
國　

多
羅
句
氏
原
著
／
日
本　

同
情
會
員
譯
述
／
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論　

全
／
發
刊
同
情
會
」
と
表
紙
に
印
刷
さ
れ
た
同
訳
書
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
原
著
第
二
版
の
出
版
は
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
年
）
で
あ
る
の
で
、
そ
の
付
録
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
た
同
著
の
日
本
語
訳
と
は
、
そ
の
翌
年

（
明
治
三
〇
年
）
に
出
版
さ
れ
た
『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
』
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
前
々
年
（
明
治
二
七
年
）
第
一
号
が
刊
行
さ
れ
た
『
獄
事
叢
書
』「
監
獄

學
」
の
欄
に
連
載
さ
れ
た
「
行
刑
新
論
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
区
別
は
、
な
お
残
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

原
著
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
ラ
ッ
ク
は
、
監
獄
改
良
に
尽
力
し
た
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
（
一
七
二
六
〜
一
七
九
〇
）
に
ち
な
み
創
設
さ
れ
た
ハ
ワ
ー
ド
協
会
の

事
務
局
長
と
し
て
、
ハ
ワ
ー
ド
同
様
各
国
の
監
獄
を
視
察
し
、
各
国
の
行
刑
に
携
わ
る
人
々
と
広
く
交
流
し
て
い
た
人
物
で
、
そ
の
名
は
明
治
二
五
年
一
一
月

三
〇
日
発
行
の
『
大
日
本
監
獄
雑
誌
』
第
五
四
号
（
第
五
巻
第
一
〇
号
）
の
通
信
欄
に
「
ホ
ワ
ル
ド
協
会
の
タ
ラ
ッ
ク
氏
よ
り
監
獄
協
会
へ
の
書
翰
」
と
し
て

出
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
』
へ
の
小
河
滋
次
郎
の
序
で
は
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
タ
ラ
ッ
ク
氏
は

獄
事
社
會
に
於
け
る
木
鐸
に
し
て
其
英
名
隆
々
今
や
四
海
を
壓
せ
ん
と
す
而
し
て
其
論
公
正
其
識
斬
新
そ
の
著
能
く
世
に
行
は
る
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
の
如
き

は
特
に
氏
が
經
營
苦
心
の
結
果
に
し
て
章
を
分
つ
事
十
有
七
刑
罸
の
根
底
を
論
じ
犯
罪
豫
防
の
心
髄
を
究
め
免
囚
保
護
幼
年
感
化
等
に
論
及
し
而
し
て
又
歐
米

に
お
け
る
現
今
行
刑
上
そ
の
弊
害
を
摘
發
論
究
し
て
敢
て
忌
憚
す
る
所
な
し
然
か
も
徒
ら
に
學
理
に
偏
せ
ず
經
驗
に
流
れ
ざ
る
は
眞
に
斯
業
に
於
け
る
良
著
た

る
に
背
か
ず
と
云
ふ
べ
し
）
28
（

」、
と
。

　

こ
の
序
の
な
か
で
小
河
は
『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論
』
が
一
七
章
か
ら
成
る
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
同
情
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
全
篇
の
飜
譯
」
で
あ
る
は
ず

の
当
該
訳
書
は
、
一
五
章
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
差
二
章
は
、
原
著
の
な
か
の
二
章
を
省
略
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
出
版
予
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告
の
な
か
に
あ
っ
た
「
全
篇
の
飜
譯
」
は
実
現
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
「
譯
述
」
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
小
河
は
そ
の
訳
書
の
方
で
は

な
く
、
原
著
を
見
て
序
を
書
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
省
か
れ
た
章
は
原
著
初
版
の
第
一
四
章
「
犯
罪
統
計
」
と
第
一
六
章
「
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
た
青
年
と
青

少
年
非
行
」
の
二
章
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
原
著
初
版
と
そ
れ
か
ら
七
年
後
の
増
補
第
二
版
と
の
異
同
で
あ
る
が
、
章
立
て
が
一
七
章
か
ら
二
四
章
に
、
ま
た
先
述
の
通
り
付
録
が
二
篇
加
え
ら
れ
、

推
敲
の
手
が
相
当
に
加
わ
っ
て
い
た
。
同
著
の
日
本
国
内
で
の
影
響
と
い
う
点
で
は
翻
訳
の
出
た
初
版
の
内
容
に
限
定
し
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
小
河
に
関
し
て
は
第
二
版
を
も
読
ん
で
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
）
29
（

の
で
、
以
下
に
初
版
と
第
二
版
の
内
容
の
異
同
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
次
で
見
て
お

こ
う
。

ま
ず
初
版
の
目
次
）
30
（

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章　

  

犯
罪
と
貧
困
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
基
本
原
理

第
二
章　

  

全
般
に
亘
り
不
満
足
な
監
獄
制
度

第
三
章　

  

監
獄
内
で
の
隔
離
と
分
類

第
四
章　

  

無
期
な
い
し
終
身
の
監
禁

第
五
章　

  

常
習
犯

第
六
章　

  

監
獄
内
労
働

第
七
章　

  

獄
吏

第
八
章　

  

定
期
的
監
獄
訪
問

第
九
章　

  

免
囚
保
護

第
一
〇
章　

宣
告

第
一
一
章　

罰
金
お
よ
び
強
制
労
働

第
一
二
章　

身
体
刑
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第
一
三
章　

条
件
付
釈
放
と
保
護
観
察
制
度―

監
禁
の
代
り
に

第
一
四
章　

犯
罪
統
計

第
一
五
章　

警
察―

と
く
に
質
屋
と
居
酒
屋
の
主
人
、
売
春
婦
な
ら
び
に
犯
罪
予
防
と
の
関
連
で

第
一
六
章　

ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
た
青
年
と
青
少
年
非
行

第
一
七
章　

結
論

　

こ
れ
に
対
し
て
第
二
版
の
目
次
）
31
（

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章　
　

犯
罪
と
貧
困
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
基
本
原
理

第
二
章　
　

社
会
の
犯
罪

第
三
章　
　

囚
人
に
対
す
る
社
会
的
犯
罪

第
四
章　
　

過
度
な
ま
で
の
寛
大
さ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
犯
罪

第
五
章　
　

監
獄
内
で
の
隔
離
と
分
類

第
六
章　
　

宣
告
に
つ
い
て
の
累
進
的
制
度

第
七
章　
　

宣
告
全
般
に
つ
い
て

第
八
章　
　

常
習
犯
と
監
督

第
九
章　
　

囚
人
と
自
由
労
働
者
に
よ
る
土
地
の
耕
作

第
一
〇
章　

無
期
な
い
し
終
身
の
監
禁

第
一
一
章　

死
刑

第
一
二
章　

監
獄
内
労
働

第
一
三
章　

獄
吏―

そ
の
神
へ
の
責
任
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第
一
四
章　

免
囚
保
護

第
一
五
章　

貧
困
、
そ
の
予
防
の
た
め
の
提
言

第
一
六
章　

児
童
救
済

第
一
七
章　

不
摂
生―

そ
の
縮
小

第
一
八
章　

売
春

第
一
九
章　

監
禁
に
代
わ
る
も
の

第
二
〇
章　

身
体
刑

第
二
一
章　

犯
罪
統
計

第
二
二
章　

警
察―

と
く
に
質
屋
と
居
酒
屋
の
主
人
、
売
春
婦
な
ら
び
に
犯
罪
予
防
の
関
連
で

第
二
三
章　

ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
の
実
践
的
原
理

第
二
四
章　

道
徳
的
な
改
心
と
抑
制
の
主
な
る
基
盤
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教

付
録
Ⅰ　

万
国
監
獄
会
議―

一
八
九
五
年
パ
リ

付
録
Ⅱ　

一
九
世
紀
の
進
歩
瞥
見

　

両
方
の
目
次
を
比
較
し
て
ま
ず
気
付
く
こ
と
は
、
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
第
一
章
の
表
題
「
犯
罪
と
貧
困
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
基
本
原
理
」
に
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
同
著
書
名
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
初
版
、
第
二
版
と
も
犯
罪
の
減
少
、
予
防
の
た
め
に
は
犯
罪
へ
の
行
刑
学
的
対
応
と
そ
の
犯
罪

の
背
後
に
あ
る
貧
困
へ
の
対
応
の
両
方
の
努
力
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
後
者
の
対
応
は
逆
効
果
に
な
ら
ぬ
よ
う
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
タ

ラ
ッ
ク
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、

　
「
貧
困
と
の
関
連
で
、
次
の
よ
う
な
単
純
だ
が
、
し
か
し
健
全
な
自
明
の
理
を
執
拗
に
繰
り
返
す
こ
と
が
正
し
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
は
今
で

も
教
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
し
金
銭
な
い
し
は
他
の
救
援
が
物
乞
い
す
る
者
な
い
し
窮
乏
す
る
者
に
対
し
て
、
自
助
へ
の
動
機
を
除
去
し
て
し
ま
う
よ
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う
な
、
あ
る
い
は
努
力
を
妨
げ
て
し
ま
う
よ
う
な
仕
方
で
無
条
件
的
に
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
善
よ
り
も
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
云
々
）
32
（

」。

　

次
に
、
第
二
版
で
は
初
版
に
お
い
て
「
全
般
に
亘
り
不
満
足
な
」
と
評
価
さ
れ
て
い
た
監
獄
制
度
の
現
状
に
関
し
て
一
層
鋭
利
な
問
題
関
心
、
つ
ま
り
犯
罪

は
犯
罪
者
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
に
対
処
す
る
側
（
政
府
、
社
会
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
処
の
な
か
で
新
た
な
犯
罪
（
社
会
の
犯
罪
、

社
会
的
犯
罪
）
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
た
。
タ
ラ
ッ
ク
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、

　
「
わ
れ
わ
れ
の
監
獄
な
い
し
行
刑
制
度
が
わ
れ
わ
れ
が
撲
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
悪
の
製
造
に
お
い
て
最
大
の
拠
点
と
な
り
、
最
高
の
成
果
を
挙

げ
る
仕
組
み
に
余
り
に
も
し
ば
し
ば
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
恐
ろ
し
い
経
験
に
よ
っ
て
知
る
に
至
っ
て
い
る
）
33
（

。」

　

犯
罪
者
の
犯
罪
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
者
の
犯
罪
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
行
為
が
犯
罪
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
が

わ
れ
わ
れ
を
苦
し
め
る
と
い
う
事
態
に
陥
っ
て
い
る
側
面
が
、
第
二
版
で
は
と
く
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
は
「
犯
罪
と
貧
困
」
と
い
う
視

野
と
共
に
、
さ
ら
に
「
社
会
の
犯
罪
」（
社
会
的
犯
罪
）
へ
と
新
し
く
視
界
を
広
げ
る
こ
と
で
そ
の
減
少
、
予
防
を
目
指
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
小
河
滋
次

郎
を
含
め
行
刑
の
現
場
に
立
つ
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
広
く
、
新
し
い
問
題
関
心
を
少
な
く
と
も
タ
ラ
ッ
ク
を
通
し
て
、
明
治
三
〇
年
代
初
頭
に
は
自
ら
の

も
の
と
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

二
〇
世
紀
が
も
う
す
ぐ
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
の
時
期
、
小
河
は
タ
ラ
ッ
ク
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
目
に
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
個
々
人
の
犯
罪
と
社
会
の
犯
罪
と
が
存
在
す
る
。
だ
が
、
後
者
は
前
者
よ
り
も
そ
の
重
要
さ
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
悲
惨
さ
に
お
い
て
、
は
る
か
に

そ
の
程
度
が
高
い
。
に
も
係
わ
ら
ず
、
奇
妙
な
こ
と
に
こ
の
こ
と
は
立
法
者
や
人
々
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
。
す
べ
て
の

形
態
の
刑
罰
は
あ
や
ま
ち
を
犯
す
個
人
を
対
象
に
考
案
さ
れ
て
き
た
が
、
一
方
で
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
場
面
で
個
々
人
が
犯
罪
者
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
も
し
本
当
に
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
的
条
件
と
い
う
も
の
は
余
り
に
も
広
い
範
囲
に
亘
っ
て
驚
く
べ
き
無
関
心
さ

を
以
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
今
日
で
も
大
変
高
い
程
度
に
お
い
て
な
お
続
い
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
見
過
ご
し
を
正
す
こ

と
が
、
二
〇
世
紀
が
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
一
つ
だ
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
）
34
（

。」

　

で
は
こ
の
よ
う
な
「
犯
罪
と
貧
困
」、「
社
会
の
犯
罪
」（
社
会
的
犯
罪
）
へ
の
視
界
が
、
小
河
滋
次
郎
の
場
合
に
そ
の
目
の
前
に
開
か
れ
て
行
っ
た
と
し
て
、

小
河
以
前
の
行
刑
の
実
務
担
当
者
た
ち
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
が
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
点
に
関
し
て
佐
々
木
繁
典
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

　
「
わ
が
国
の
近
代
行
刑
の
曙
は
、
明
治
五
年
十
一
月
の
監
獄
則
并
図
式
の
頒
布
（
太
政
官
達
第
三
百
七
十
八
号
）
に
始
ま
る
。
そ
の
緒
言
に
は
、『
獄
ト

ハ
何
ソ
罪
人
ヲ
禁
鎖
シ
テ
之
ヲ
懲
戒
セ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ　

獄
ハ
人
ヲ
仁
愛
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
人
ヲ
残
虐
ス
ル
者
ニ
非
ス
人
ヲ
懲
戒
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
人

ヲ
痛
苦
ス
ル
者
ニ
非
ス
（
後
略
）』
と
す
る
、
仁
愛
思
想
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
画
期
的
な
規
則
で
あ
っ
た
）
35
（

。」

　

そ
し
て
明
治
一
四
年
に
は
新
し
い
新
た
に
監
獄
則
が
制
定
さ
れ
、
わ
が
国
の
監
獄
制
度
は
一
層
近
代
化
さ
れ
た
が
、「
集
治
監
を
除
く
各
庁
府
県
の
監
獄
は
、

地
方
税
支
弁
で
賄
わ
れ
て
い
た
た
め
、
各
庁
府
県
の
囚
徒
処
遇
法
が
区
々
に
渉
っ
て
い
た
）
36
（

」
の
で
、
明
治
一
七
年
に
「
現
在
で
い
う
全
国
刑
務
所
長
会
同
で
あ

り
、
そ
の
名
称
は
『
監
獄
事
務
諮
詢
会
）
37
 （

』」
が
初
め
て
開
催
さ
れ
た
。
だ
が
、「
同
会
に
お
け
る
山
縣
内
務
卿
の
示
諭
に
み
ら
れ
る
感
化
主
義
が
、
八
ヵ
月
後
の

明
治
十
八
年
八
月
に
、
懲
戒
主
義
に
一
変
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
山
縣
内
務
卿
が
、
罪
囚
の
増
加
を
憂
い
て
訓
示
し
た
と
さ
れ
る
『
懲
戒
主
義
の
訓

示
』
が
そ
れ
で
あ
る
）
38
（

。」

　

つ
ま
り
、
明
治
一
七
年
の
「
監
獄
事
務
諮
詢
会
」
ま
で
の
方
針
で
あ
っ
た
感
化
主
義
が
、
そ
れ
以
後
に
懲
戒
主
義
に
転
換
し
、「
鉄
製
ノ
空
車
ヲ
廻
ハ
サ
シ

ム
ル
モ
ア
リ
又
ハ
重
キ
石
ヲ
持
セ
歩
行
セ
シ
ム
ル
）
39
（

」
こ
と
で
、「
再
び
罪
を
犯
す
の
悪
念
を
断
た
し
む
る
も
の
之
れ
監
獄
本
分
の
主
義
な
）
40
（

」
の
で
あ
り
、「
教
誨

訓
導
の
方
法
）
41
（

」
は
「
監
獄
の
効
果
を
空
し
く
せ
し
む
る
）
42
（

」
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
か
つ
て
の
仁
愛
思
想
を
放
棄
す
る
考
え
方
が
小
河
以
前
の
行
刑
の
実
務
者
の

間
で
支
配
的
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
世
界
の
中
に
や
が
て
小
河
は
「
犯
罪
と
貧
困
」、「
社
会
の
犯
罪
」（
社
会
的
犯
罪
）
と
い
う
視
座
を
持
ち
込
ん
で
ゆ

く
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。
明
治
二
〇
年
代
半
ば
頃
の
小
河
の
考
え
方
を
明
確
に
示
す
も
の
に
、
監
獄
行
政
を
内
務
省
か
ら
司
法
省
に
移
管
す
る
こ
と
へ
の
反

論
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
論
文
「
監
獄
ハ
内
務
省
ニ
属
ス
ヘ
キ
ヤ
将
タ
司
法
省
ニ
属
ス
ヘ
（
キ
）
ヤ
ノ
問
題
ニ
就
テ
」
が
あ
る
が
、
同
論
文
は
既
に
他
の
個
所
）
43
（

で

紹
介
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　

な
お
、
小
河
が
所
有
し
て
い
た
タ
ラ
ッ
ク
の
原
著
第
二
版
第
一
一
章
「
死
刑
」
の
個
所
に
次
の
よ
う
な
自
筆
の
メ
モ
書
き
が
挟
ま
れ
て
い
た
。
小
さ
な
ノ
ー

ト
の
紙
片
の
表
裏
計
四
ペ
ー
ジ
に
亘
る
が
、
原
文
通
り
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。「
死
刑
に
就
い
て
」
と
表
題
が
付
け
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
死
刑
（Capital Punishm

ent, T
odesstrafe

）
を
存
置
す
可
き
や
廃
止
す
可
き
や
と
云
ふ
事
は
永
い
間
の
問
題
で
あ
る
（long standing 

question

）
將
來
に
於
て
も
急
に
解
決
を
見
る
可
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
吾
国
に
於
て
は
今
や
刑
法
改
正
の
議
が
あ
っ
て
之
に
干
係
し
て
死
刑
を
如
何
に
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小河滋次郎の現代的意義について

す
可
き
と
云
ふ
問
題
は
沸
騰
し
て
居
る
先
頃
佛
国
に
於
て
死
刑
廃
止
を
議
決
し
た
と
云
ふ
報
導
に
接
し
た
が
之
が
實
行
維
持
せ
ら
る
ゝ
や
否
や
と
云
ふ
事

は
容
易
に
豫
測
し
得
可
き
で
な
い
吾
吾
浅
學
の
輩
か
容
喙
す
可
き
問
題
で
は
な
い
が
少
し
く
読
者
の
堪
忍
袋
の
強
度
を
試
し
た
い

　

死
刑
を
課
す
る
目
的
（
意
義
）
は
何
で
あ
る
か
犯
人
の
惨
酷
に
酬
ゆ
る
に
惨
酷
を
以
て
す
る
の
意
か
犯
人
に
科
す
る
刑
の
恐
る
可
き
を
示
し
て
公
衆
を

警
戒
す
る
の
意
味
で
あ
る
か
旧
式
の
考
よ
り
す
れ
ば
比
の
両
意
味
は
全
然
排
斥
す
可
き
で
も
な
い
、
然
し
懲
治
改
良
を
以
て
主
義
と
す
る
今
日
の
刑
罸
思

想
で
は
是
認
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
其
で
第
一
に
決
す
可
き
は
損
廃
の
如
何
で
あ
る
第
二
に
説
明
す
可
き
は
其
の
理
由
で
あ
る
即
ち
死
刑
を
科
す
る
と
す

れ
ば
何
を
標
準
と
す
る
か
に
就
い
て
卑
見
を
伸
べ
た
い

　

古
代
に
於
て
は
概
し
て
刑
罸
が
惨
酷
で
あ
っ
た
事
は
誰
に
も
知
れ
切
っ
た
事
で
申
す
の
必
要
も
な
い
而
の
み
な
ら
ず
裁
判
と
云
ふ
者
が
全
く
檀
断
で
き

る
判
官
の
手
心
次
第
で
あ
っ
た
吾
国
で
も
四
十
年
と
溯
り
て
徳
川
の
治
世
に
至
れ
ば
大
岡
越
前
守
等
の
明
法
官
を
外
に
し
て
皆
證
據
を
擧
る
等
と
云
ふ
事

は
な
い
不
埒
千
万
と
云
ふ
理
由
で
一
般
の
自
由
刑
は
勿
論
生
命
刑
も
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
然
る
に
吾
日
本
で
は
幸
に
も
早
く
文
明
の
空
氣
を
吸
収
し

て
万
般
の
制
度
を
改
革
し
た
か
ら
佛
国
革
命
の
如
き
狂
態
を
演
ぜ
な
か
っ
た
佛
国
で
は
革
命
的
行
動
の
第
一
歩
と
し
て
バ
ス
チ
ー
ユ
の
監
獄
を
破
壊
し
た

其
所
に
は
判
官
の
檀
断
に
よ
り
て
不
当
に
拘
禁
せ
ら
れ
た
る
国
事
犯
者
以
下
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
茲
に
罪
刑
法
定
主
義
が
生
れ
出
た
の
で
あ
っ
た
、
斯

の
如
く
し
て
正
義
を
以
て
刑
罸
の
基
本
と
す
る
説
も
古
び
て
伊
太
利
で
は
死
刑
廃
止
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
が
又
復
活
し
た
斯
の
問
題
は
人
道
の
上
社
會

の
上
刑
事
政
策
上
の
大
問
題
で
あ
り
從
っ
て
争
点
多
き
難
問
で
あ
る
甲
論
乙
駁
底
止
す
る
所
を
知
ら
ぬ
有
様
で
あ
る

　

比
の
問
題
の
深
き
研
究
は
現
今
大
に
部
歩
を
進
め
存
廃
両
論
共
立
派
な
根
據
に
立
っ
て
居
る
事
は
之
も
諸
君
の
熟
知
せ
ら
る
ゝ
所
で
茲
に
繰
り
返
し
て

批
評
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い

　

現
今
の
刑
法
上
死
刑
に
該
当
す
る
様
な
犯
罪
を
な
す
者
の
中
に
は
内
外
の
連
絡
を
欠
い
て
居
る
者
も
あ
り
又
感
情
の
火
に
煽
ら
れ
て
事
茲
に
至
る
者
も

あ
る
だ
ろ
う
然
し
多
く
の
場
合
に
は
刑
罸
の
恐
る
可
き
を
知
り
て
思
ひ
止
ま
る
者
が
あ
る
で
あ
ら
う
即
ち
豫
防
的
効
果
を
持
つ
事
は
死
刑
を
以
て
最
と
す

る
の
で
あ
る
」。

　

こ
の
未
発
表
の
草
稿
の
執
筆
時
期
と
し
て
は
「
吾
国
に
於
て
は
今
や
刑
法
改
正
の
議
が
あ
っ
て
之
に
干
係
し
て
死
刑
を
如
何
に
す
可
き
と
云
ふ
問
題
は
沸
騰

し
て
居
る
」
と
あ
る
以
上
、
明
治
三
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
と
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
明
治
三
〇
年
代
の
半
ば
に
出
版
し
た
『
刑
法
改
正
案
ノ
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二
眼
目―

死
刑
及
刑
ノ
執
行
猶
豫―

』
に
お
い
て
は
、
確
か
に
著
者
監
獄
事
務
官
小
河
滋
二
郎
に
死
刑
反
対
の
発
言
は
な
く
、
死
刑
の
執
行
方
法
の
変
更

と
い
う
彼
の
職
務
範
囲
の
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
死
刑
そ
れ
自
体
の
刑
罰
と
し
て
の
価
値
を
認
め
な
い
が
故
の
執
行
方
法
の
変
更
の
訴
え
で

あ
る
こ
と
は
、
読
者
に
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
議
論
の
展
開
で
あ
っ
た
）
44
（

。

　

同
じ
明
治
三
〇
年
代
の
後
半
期
に
お
い
て
、
死
刑
廃
止
の
立
場
で
あ
っ
た
は
ず
の
小
河
が
死
刑
が
「
豫
防
的
効
果
を
持
つ
」
と
発
言
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
ど
う
解
釈
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
矛
盾
と
呼
べ
ば
、
こ
の
矛
盾
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
点
も
含
め
て
、
次
節
に
お
い
て
は
明
治
四
五
年
四
月
大
谷
派
本
願
寺
文
書
科
が
編
集
発
行
し
た
『
第
一
回
布
教
講
習
會
講
義
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

小
河
の
「
犯
罪
豫
防
論
」
を
取
り
上
げ
、
タ
ラ
ッ
ク
の
「
犯
罪
と
貧
困
」、「
社
会
の
犯
罪
」（
社
会
的
犯
罪
）
に
関
係
す
る
個
所
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

三
、
近
代
法
制
の
再
編
期
に
お
け
る
小
河
滋
次
郎

　

実
は
小
河
滋
次
郎
は
生
涯
に
「
犯
罪
豫
防
論
」
と
銘
打
っ
た
文
章
を
少
な
く
と
も
二
つ
残
し
て
い
る
。
一
つ
は
執
筆
時
期
が
不
詳
で
あ
る
が
、
手
書
き
の
原

稿
）
45
（

で
あ
り
、
一
つ
は
前
節
の
最
後
に
言
及
し
た
印
刷
物
で
あ
る
。
印
刷
物
の
方
の
「
犯
罪
豫
防
論
」
に
よ
る
と
、「
爰
に
今
よ
り
四
五
年
前
に
出
版
に
な
つ
た

本
で
犯
罪
豫
防
に
關
す
る
こ
と
を
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
、
こ
れ
は
獨
乙
の
ク
ラ
ウ
ス
と
云
ふ
人
の
著
で
、
此
人
は
監
獄
の
教
誨
師
を
二
十
年
計
も
勤
め
て

居
た
人
で
、
此
方
面
の
オ
ー
ソ
リ
チ
ー
で
あ
り
ま
す
）
46
（

」
と
あ
り
、「
此
人
が
三
四
年
前
に
職
を
去
つ
た
の
で
、
其
前
後
に
作
つ
た
の
が
此
書
で
あ
り
ま
す
）
47
（

」
と

の
こ
と
で
、
そ
の
著
書
に
沿
っ
て
講
義
を
し
た
と
さ
れ
る
の
が
明
治
四
四
年
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
手
稿
の
方
は
、
今
述
べ
た
通
り
日
付
が
な
い
け
れ
ど
も
、
内
容
か
ら
明
治
四
五
年
の
出
版
物
よ
り
以
前
の
執
筆
と
推
測
で
き
、
ま
た
細
部
に

お
い
て
は
同
一
と
は
決
し
て
言
え
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
と
見
做
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
が
、
私
は
か
つ
て
こ
の
手
稿
を
翻
刻
し
た

時
点
で
は
未
だ
印
刷
物
の
「
犯
罪
豫
防
論
」
の
存
在
を
知
ら
ず
、
ク
ラ
ウ
ス
の
名
前
も
手
稿
の
方
に
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
手
稿
の
成
立
の
由
来
は

ま
っ
た
く
不
明
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
印
刷
物
の
方
を
通
し
て
ク
ラ
ウ
ス
の
名
前
を
知
り
、
調
査
の
結
果
、
ク
ラ
ウ
ス
と
は
Ａ
・
Ｆ
・
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス

（A
.F.K
arl K

rauß

）
と
言
い
、
小
河
が
紹
介
し
て
い
る
通
り
、
教
誨
師
を
退
職
し
て
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
年
）
に
『
犯
罪
の
原
因
を
根
絶
す
る
た
め
の
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闘
い
』（D

er K
am
pf gegen die V

erbrechensursachen

）
を
出
版
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
）
48
（

。

　

こ
の
Ａ
・
Ｆ
・
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
の
著
書
の
目
次
）
49
（

は
原
文
の
ま
ま
注
に
掲
載
し
て
お
く
が
、
こ
れ
を
見
て
も
同
書
を
紹
介
せ
ん
と
し
た
の
が
小
河
の
「
犯

罪
豫
防
論
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
原
文
は
通
算
の
節
数
が
九
二
で
、
そ
れ
を
三
九
章
に
分
類
す
る
大
著
で
あ
り
、
そ
の
全
容
を
紹
介
す
る
試
み
は
、

例
え
ば
よ
り
体
裁
が
整
っ
た
印
刷
物
の
方
で
も
全
五
八
節
、
二
七
章
だ
っ
た
の
で
、
完
遂
さ
れ
ず
に
終
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

勿
論
小
河
自
身
は
『
犯
罪
の
原
因
を
根
絶
す
る
た
め
の
闘
い
』
を
読
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
、
同
書
の
内
容
全
体
を
わ
れ
わ
れ
も
理
解
す
る
必
要
は
あ
る
が
、

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
論
じ
た
タ
ラ
ッ
ク
に
関
連
す
る
個
所
の
み
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
「
犯
罪
と
貧
困
」
に
関
す
る
言
及
の
あ
る
、
印
刷
物
の
第
三

編
「
國
民
救
濟
法
に
よ
る
豫
防
事
業
」
第
一
二
章
「
物
質
的
救
濟
」
第
二
五
節
「
健
康
の
保
護　

犯
罪
と
健
康
の
關
係
」
の
個
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
所

謂
恒
産
な
き
も
の
は
恒
心
な
し
で
財
産
に
關
す
る
犯
罪
の
多
き
は
實
に
此
貧
窮
に
原
因
す
る
こ
と
は
疑
な
い
）
50
（

」
と
あ
り
、「
犯
罪
と
貧
困
」
に
関
し
て
タ
ラ
ッ

ク
と
同
一
の
趣
旨
の
事
柄
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
引
き
続
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

「
然
し
實
際
に
犯
罪
が
直
接
貧
困
に
よ
り
て
生
ず
る
か
と
云
ふ
に
さ
う
で
は
な
い
、
貧
困
は
間
接
の
導
を
す
る
と
は
云
へ
る
が
直
接
犯
罪
の
原
因
と
は
云

へ
ぬ
又
殊
に
勞
働
社
會
を
見
る
と
必
ず
し
も
食
ふ
に
困
つ
て
は
居
な
い
、
昔
か
ら
見
れ
ば
成
程
生
活
の
程
度
も
上
つ
て
は
居
る
が
、
其
代
り
に
賃
銀
も
髙

く
な
つ
て
居
る
か
ら
別
に
生
活
に
困
る
筈
は
な
い
、
併
し
収
入
が
多
き
に
拘
ら
ず
犯
罪
は
依
然
勞
働
社
會
に
多
い
か
ら
、
貧
困
が
必
し
も
犯
罪
の
原
因
で

な
い
の
で
あ
る
）
51
（

。」

　

こ
の
論
じ
方
だ
と
犯
罪
と
貧
困
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
小
河
は
「
物
質
的
救
濟
」
に

対
し
て
「
精
神
的
救
濟
」
の
方
を
注
目
し
た
い
と
考
え
て
い
た
、
つ
ま
り
「
精
神
的
」
な
次
元
の
貧
困
に
由
来
す
る
犯
罪
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
今
日
所
謂
社
會
問
題
な
る
も
の
は
金
の
問
題
で
も
な
く
、
パ
ン
の
問
題
で
も
な
い
。
人
間
と
云
ふ
も
の
は
金
や
パ
ン
は
多
く
得
れ
ば
益
多
く
得
た
い
と

思
ふ
も
の
故
、
之
に
對
し
て
物
質
的
の
救
濟
を
な
す
こ
と
は
眞
の
救
濟
で
は
な
い
、
彼
等
を
し
て
パ
ン
と
金
以
上
に
貴
重
な
る
道
德
的
財
産
あ
る
こ
と
を

知
ら
し
め
、
之
に
對
つ
て
向
上
せ
し
む
る
道
を
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
付
て
は
此
精
神
的
救
濟
は
如
何
し
て
完
ふ
す
る
事
を
得
る
や
と
云

ふ
に
、
國
民
的
社
會
教
育
を
施
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
）
52
（

」。
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小
河
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
の
「
國
民
的
社
會
教
育
」
と
は
何
を
す
る
こ
と
だ
と
い
う
と
、「
宗
教
の
力
に
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
）
53
（

」
事
柄
な
の
だ
が
、「
之
を
な
す

に
付
て
は
先
づ
家
庭
を
改
良
す
る
の
必
要
が
あ
る
）
54
（

」
と
述
べ
、
家
庭
の
重
要
性
を
論
じ
、
婦
人
に
対
し
て
「
賢
母
良
妻
た
る
可
き
自
然
の
任
務
）
55
（

」
を
掲
げ
、
婦

人
た
ち
が
そ
の
意
味
で
の
「
不
自
然
な
る
問
題
に
携
り
て
、
或
は
製
造
塲
の
職
工
と
な
り
、
或
は
銀
行
會
社
に
役
員
と
な
る
）
56
（

」
た
め
に
、「
家
庭
の
改
良
は
望

む
可
か
ら
ざ
る
）
57
（

」
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
の
現
状
認
識
を
示
し
た
。

　

小
河
が
こ
こ
で
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
「
家
庭
の
改
良
」
と
は
、
労
働
者
に
「
先
づ
よ
き
妻
を
持
せ
、
又
相
當
の
住
居
即
ち
安
き
家
賃
に
て
光
も
通
り
空

氣
も
よ
き
所
を
與
へ
て
、
一
家
團
欒
す
る
こ
と
の
出
來
る
や
う
に
）
58
（

」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
精
神
的
な
次
元
の
貧
困
対
策
と
物
質
的
な
次
元
の
そ
れ
の

両
方
を
視
野
に
入
れ
た
「
家
庭
の
改
良
」
が
犯
罪
の
減
少
、
犯
罪
の
予
防
に
は
必
要
だ
と
論
じ
て
い
た
。

　

施
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
「
國
民
的
社
會
教
育
」
と
は
、
つ
ま
り
こ
う
し
た
「
家
庭
の
改
良
」
を
欲
す
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
労
働
者
に
対
し
て
働
き
掛
け
る
こ
と

を
意
味
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
働
き
掛
け
の
方
法
と
し
て
小
河
が
掲
げ
て
い
る
の
は
、
実
は
対
象
た
る
労
働
者
自
身
に
で
は
な
く
、「
賢
母
良
妻
た
る
可
き
自

然
の
任
務
」
を
帯
び
た
婦
人
た
ち
に
、
そ
の
自
然
を
回
復
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
方
法
を
め
ぐ
る
発
言
と
し
て
は
、
次
の
一
節
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、「
男
が
婦
人
の
救
濟
を
し
て
も
効
が
少
い
か
ら
努
め
て
上
流
の
夫
人
令
嬢
に
關
係
せ
し
む
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
云
）々
59
（

」。

　

手
稿
の
方
で
は
同
じ
問
題
が
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
）
60
（

。
す
な
わ
ち
、「
自
然
ノ
任
務
ト
ハ
如
何　

婦
女
ハ
家
庭
ニ
属
ス
」。
そ
の
婦
人
に
は
「
竈
ト
針
箱
ト
揺
籃

ノ
側
ラ
ヲ
離
ル
丶
能
ハ
サ
ル
自
然
ノ
任
務
ヲ
有
ス　

適
當
ニ
此
任
務
ヲ
盡
シ
得
ル
婦
女
ア
ル
ヲ
得
テ
始
テ
理
想
的
家
庭
ノ
改
良
ヲ
期
待
ス
ヘ
」
き
で
あ
り
、

「
不
自
然
ナ
ル
任
務―

教
員
、
官
吏
、
店
員
、
工
女
等
ニ
趨
注
セ
シ
ム
ル
ハ
憂
フ
ヘ
シ
」
と
。
そ
し
て
「
保
護
ニ
関
ス
ル
各
般
ノ
慈
善
的
經
営
ニ
ハ
努
メ
テ

上
流
ノ
夫
人
令
嬢
ヲ
シ
テ
之
レ
ニ
當
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
奨
勵
ス
ヘ
シ　

女
性
ハ
女
性
ニ
由
ツ
テ
最
モ
適
當
ニ
教
養
感
化
セ
ラ
ル
」。

　

言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
提
言
は
ク
ラ
ウ
ス
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
の
ク
ラ
ウ
ス
の
口
を
借
り
て
小
河
が
語
っ
て
い
る
と
も
言
え

な
い
こ
と
も
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
小
河
が
「
犯
罪
と
貧
困
」
の
問
題
に
関
す
る
提
言
た
る
「
國
民
的
社
會
教
育
」
の
実
施
に
際
し
て
婦
人
の

力
、
と
り
わ
け
「
上
流
の
夫
人
令
嬢
」
の
力
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
で
は
そ
れ
ら
の
人
々
を
ど
う
組
織
化
す
る
か
と
い
う
プ
ラ
ン
に
つ
い

て
は
言
及
が
見
ら
れ
な
い
点
で
は
、
そ
の
立
論
の
不
十
分
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
小
河
に
お
い
て
「
自
然
」
と
い
う
概
念
が
抱
か
れ
る
際
に
、
男
女

間
の
平
等
と
い
う
自
然
が
発
想
さ
れ
て
い
な
い
点
に
は
小
河
の
限
界
が
感
じ
ら
れ
る
。
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な
お
、
小
河
の
用
語
法
で
は
精
神
的
次
元
に
係
わ
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
「
パ
ン
と
金
以
上
に
貴
重
な
る
道
德
的
財
産
」
が
問
題
に
な
る
時
、「
宗
教
の
力
に

待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
道
徳
と
宗
教
と
い
う
二
つ
に
つ
い
て
、
小
河
は
印
刷
物
の
方
の
「
犯
罪
豫
防
論
」
第
一
編
「
基
礎
的
犯
罪
豫
防
」

第
一
類
「
宗
教
」
の
個
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
眞
正
の
道
德
は
宗
教
の
基
礎
を
離
れ
て
は
存
在
せ
ぬ
、
唯
道
德
だ
け
で
は
或
程
度
迄

は
力
を
も
つ
で
も
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
程
度
問
題
で
、
完
全
の
働
を
す
る
に
は
宗
教
の
基
礎
が
必
要
な
の
で
あ
る
）
61
（

。」

　

犯
罪
予
防
に
は
宗
教
が
必
要
だ
と
の
主
張
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
意
味
の
宗
教
は
先
に
紹
介
し
た
カ
ン
ト
以
来
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て
は
「
他
律
的
態

度
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
小
河
に
お
い
て
は
「
自
己
の
態
度
の
選
択
の
自
覚
」
そ
し
て
「
そ
れ
に
と
も
な
う
責
任
意
識
」
と
い
う
「
自
律
的
態

度
」
が
同
時
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
手
稿
の
方
の
「
犯
罪
豫
防
論
」
の
な
か
で
小
河
は
こ
う
も
述
べ

て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
世
人
或
ハ
曰
ハ
ン
悪
人
ハ
結
局
悪
人
ノ
ミ
ト　

世
人
ハ
即
チ
人
ノ
改
悛
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
タ
ル
ヲ
信
セ
ス　

人
ヲ
信
セ
サ
ル

ハ
何
ソ
己
レ
ヲ
信
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
異
ラ
ン
ヤ　

吾
々
ハ
罪
悪
ノ
人
ナ
リ　

宗
教
ニ
由
テ
之
ヲ
懺
悔
シ
教
育
ト
境
遇
ト
ニ
由
テ
僅
カ
ニ
犯
罪
ノ
人
タ
ラ
サ
ル
ヲ
得

ル
ニ
過
キ
ス　

吾
人
ハ
日
々
夜
々
ニ
罪
悪
ヲ
改
悛
シ
ツ
丶
向
上
ス
ル
者
ナ
リ　

犯
罪
者
豈
独
リ
改
悛
セ
サ
ル
ノ
理
ア
ラ
ン
ヤ　

悪
人
コ
ソ
反
テ
往
生
ノ
正
因
ナ

ル
ヲ
知
ラ
ス
ヤ　

ジ
ョ
ン
ホ
ワ
ル
ド
曰
ク
誰
レ
カ
社
會
及
外
的
諸
般
ノ
關
係
カ
犯
罪
者
ヲ
犯
罪
ニ
陥
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
責
任
ナ
シ
ト
断
言
シ
得
ン
カ
）
62
（

」
と
。

　

ま
た
こ
の
最
後
の
「
ジ
ョ
ン
ホ
ワ
ル
ド
」
云
々
の
一
節
は
、
小
河
が
タ
ラ
ッ
ク
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
裏
書
し
て
い
る
。
つ
ま
り
タ
ラ
ッ
ク
の
言
う
「
社
会

の
犯
罪
」（
社
会
的
犯
罪
）
を
念
頭
に
置
い
て
論
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
だ
が
、
印
刷
物
の
「
犯
罪
豫
防
論
」
で
は
「
免
囚
保
護
」
に
関
し
て
次
に
よ

う
に
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
此
免
囚
保
護
は
救
濟
事
業
と
し
て
は
最
後
に
着
手
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
他
の
も
の
を
措
い
て
之
を
す
る
は
前
後
本
末
を

誤
る
も
の
で
あ
る
、
日
本
は
と
か
く
誤
り
が
多
く
、
兒
童
保
護
に
付
て
も
、
生
ま
れ
た
な
り
の
も
の
や
妊
婦
産
婦
の
保
護
は
必
要
な
る
に
も
拘
ら
ず
閑
却
さ
れ

救
濟
事
業
に
就
て
も
良
民
に
し
て
貧
い
も
の
ゝ
保
護
は
閑
却
さ
れ
て
、
却
て
此
惡
き
處
刑
さ
れ
た
も
の
を
救
ふ
こ
と
に
な
つ
て
居
る
が
、
之
は
本
末
を
誤
り
て

居
る
の
で
あ
る
）
63
（

」。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
監
獄
に
入
れ
て
處
罸
す
る
は
既
に
時
機
は
遲
れ
た
り
で
、
充
分
設
備
し
て
も
監
獄
に
て
は
改
良
せ
ら
る
ゝ
こ
と
は
出
來

難
い
の
に
、
汎
や
監
獄
制
度
不
完
全
な
る
為
め
、
却
り
て
惡
く
な
つ
て
出
て
來
た
と
こ
ろ
の
免
囚
を
保
護
し
て
も
中
々
其
効
を
修
め
る
こ
と
は
出
來
ぬ
）
64
（

」
と
。

　

こ
う
し
て
タ
ラ
ッ
ク
と
同
様
に
、
監
獄
と
い
う
一
つ
の
「
社
会
」
が
、
犯
罪
者
を
「
却
り
て
惡
く
」
す
る
と
い
う
新
た
な
犯
罪
を
犯
し
て
い
る
と
の
現
状
認

識
の
も
と
、
小
河
は
感
化
事
業
の
方
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
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「
然
る
に
不
良
少
年
感
化
事
業
の
方
は
60
％
乃
至
70
％
は
感
化
せ
ら
れ
て
よ
く
な
つ
て
出
る
の
で
あ
る
（
中
略
）
日
本
で
も
此
方
は
や
ゝ
効
が
あ
り
、
免
囚

保
護
は
力
を
盡
す
こ
と
大
な
る
も
効
果
は
少
い
の
で
あ
る
、
之
は
監
獄
を
理
想
的
に
充
分
に
改
良
し
た
上
で
、
相
提
携
し
て
す
べ
き
事
で
あ
る
（
中
略
）
然
し

免
囚
保
護
を
全
然
廢
め
よ
と
云
ふ
の
で
は
な
い
、
之
な
く
ば
益
惡
い
も
の
を
惡
く
す
る
の
で
あ
る
が
然
し
此
事
業
よ
り
も
尚
先
じ
て
す
べ
き
こ
と
が
多
い
か
ら
、

其
方
に
先
づ
着
手
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
）
65
（

」。

　

小
河
が
こ
の
よ
う
に
免
囚
保
護
よ
り
も
「
不
良
少
年
感
化
事
業
」
と
い
う
政
策
の
優
先
順
位
を
高
く
位
置
づ
け
る
理
由
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
ち
ら
の

方
が
犯
罪
の
減
少
、
予
防
に
効
果
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
「
死
刑
に
就
い
て
」
の
な
か
で
、
死
刑
が
「
多
く
の
場
合
に
は
刑
罸
の
恐
る
可
き

を
知
り
て
思
ひ
止
ま
る
者
が
あ
る
で
あ
ら
う
即
ち
豫
防
的
効
果
を
持
つ
事
は
死
刑
を
以
て
最
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
の
発
言
も
同
趣
旨
の
も
の
と
解
釈
出
来
る

は
ず
で
あ
る
。
犯
罪
の
減
少
、
予
防
の
観
点
か
ら
あ
る
一
定
の
事
業
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
監
獄
事
務
官
た
る
小
河
に
対
し
て
、
監
獄

局
長
以
上
の
理
事
者
た
ち
が
犯
罪
の
減
少
、
犯
罪
の
予
防
へ
の
小
河
の
努
力
の
欠
落
を
理
由
に
小
河
を
貶
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
事
態
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
、
具
体
的
な
政
策
判
断
に
関
し
て
小
河
と
同
意
見
と
な
る
か
否
か
は
別
問
題
で
あ
り
、
そ
う
し
た
問
題
点
で
対
立
す
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
小
河
の
明
治
末
年
の
監
獄
行
政
か
ら
の
離
脱
は
、
そ
の
よ
う
な
対
立
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
66
（

。
繰
り
返
せ
ば
、
犯
罪
の
減
少
、

予
防
と
い
う
主
問
題
と
具
体
的
な
政
策
判
断
と
い
う
従
属
的
問
題
の
区
別
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
森
田
明
が
穂
積
陳
重
を
評
価
し
た
の
と
は
別
の
観
点
か
ら
小
河
滋
次
郎
を
評
価
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
犯
罪
者
と
監
獄
事
務
官
た
る
自
分

と
は
「
危
機
一
髪　

善
惡
兩
面
鏡
）
67
（

」
の
如
く
、
髪
の
毛
一
本
の
違
い
し
か
な
い
と
の
自
覚
の
も
と
、
い
や
そ
れ
以
上
に
犯
罪
の
減
少
、
予
防
の
た
め
の
行
為
の

な
か
で
そ
れ
以
前
に
は
な
か
っ
た
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
犯
罪
に
対
処
す
る
側
が
犯
罪
者
に
な
っ
て
い
る
と
の
自
覚
を
持
っ
て
行
刑
の
現
場
に
立
つ
小
河
の
姿

勢
は
、
一
般
的
に
は
権
力
と
人
間
の
問
題
、
と
り
わ
け
権
力
の
側
に
立
つ
人
間
に
と
っ
て
の
心
構
え
と
し
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
職
業
と
し
て
の

政
治
』
の
な
か
の
「
お
よ
そ
政
治
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
者
、
と
く
に
職
業
と
し
て
お
こ
な
お
う
と
す
る
者
は
（
中
略
）
す
べ
て
暴
力
の
中
に
身
を
潜
め
て
い
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る
悪
魔
の
力
と
関
係
を
結
ぶ
）
68
（

」
と
の
覚
悟
な
い
し
反
省
に
匹
敵
す
る
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
国
家
の
目
的
に
対
す
る
た
ん
な
る
手
段
に
堕
し
た
」
道
徳
と
宗
教
を
、
同
時
に
「
自
己
の
態
度
の
選
択
の
自
覚
」
そ
し
て
「
そ
れ
に
と
も
な
う
責
任
意

識
」
に
係
わ
る
問
題
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
小
河
に
つ
い
て
、
彼
に
葛
藤
が
あ
る
と
論
じ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
葛
藤
に
よ
っ
て
の
み
、
国
家
に
お
け
る

権
力
行
使
を
許
さ
れ
た
人
間
た
ち
が
、「
悪
魔
の
力
と
関
係
を
結
ぶ
」
な
か
で
、
な
お
正
気
を
保
つ
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
わ

れ
わ
れ
が
「
悪
魔
の
力
と
関
係
を
結
ぶ
」
狂
気
を
「
社
会
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
道
徳
）
69
（

」
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
わ
れ
わ
れ
の
現
在
を

も
う
一
つ
の
道
徳
、
海
老
坂
武
の
言
葉
で
言
え
ば
「
個
人
の
内
部
の
声
）
70
（

」
を
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
小
河
滋
次
郎
の
発
す
る
光
で
照
し
出
す
時
、
狂
気
か

ら
正
気
の
方
向
へ
戻
る
道
が
多
少
と
も
わ
れ
わ
れ
の
前
に
見
え
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

注
（
1
）
森
田
明
「《
続
日
本
刑
事
政
策
史
上
の
人
々
》
⑽ 

穂
積
陳
重
」、『
罪
と
罰
』
第
三
三
巻
第
二
号
（
一
九
九
六
年
二
月
）、
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
2
）
同
右
。

（
3
）
同
右
。

（
4
）
同
右
。

（
5
）
同
右
。

（
6
）
同
、
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
7
）
同
右
。
な
お
穂
積
陳
重
に
よ
る
小
河
滋
次
郎
評
価
と
し
て
は
、『
人
道
』
第
二
三
六
号
（
大
正
一
四
年
六
月
一
五
日
）
二
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
8
）
小
川
太
郎
「
矯
正
の
先
駆
者
物
語
（
そ
の
四
）
清
浦
奎
吾
」、『
刑
政
』
第
八
一
巻
第
八
号
（
一
九
七
〇
年
八
月
）、
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
9
）
小
川
太
郎
『
刑
事
政
策
の
新
展
開
』（
立
花
書
房
、
昭
和
五
九
年
）
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
10
）
同
右
。

（
11
）
同
右
。

（
12
）「
訳
序
」
六
ペ
ー
ジ
、
米
林
富
男
訳
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
情
操
論
』
上
巻
（
未
来
社
、
一
九
六
九
年
）。

（
13
）
同
右
、
六
八
ペ
ー
ジ
。
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（
14
）
稲
葉
素
之
『
自
律
と
他
律―

倫
理
学
ノ
ー
ト
』（
福
村
出
版
、
一
九
七
二
年
）
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
15
）
同
右
、
七
〇
ペ
ー
ジ
。

（
16
）
同
右
。

（
17
）
同
右
。

（
18
）
同
右
、
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
19
）
小
野
坂
弘
監
修
解
説
『
小
河
滋
次
郎
監
獄
學
集
成
』
第
五
巻
「
丁
未
課
筆
」（
五
山
堂
書
店
、
一
九
八
九
年
）
所
収
「
丁
未
課
筆
春
之
巻
」
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
20
）
拙
稿
「
小
河
滋
次
郎
の
刑
事
短
編
小
説
『
根
な
し
艸
』」、『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
社
会
科
学
』
第
八
号
（
一
九
九
七
年
度
）、
三
五
ペ
ー
ジ
。

（
21
）
菊
盛
英
夫
・
生
松
敬
三
訳
マ
イ
ネ
ッ
ケ
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
22
）W

illiam
 T
allack, Penological and Preventive Principles, Second and Enlarged Edition, London: W

ertheim
er, Lea &

 Co.,1896, p.470.

（
23
）小
河
が
寄
せ
た
序
の
な
か
に
は
同
情
会
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
な
紹
介
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
書
の
翻
譯
せ
ら
る
ゝ
既
に
佳
な
り
而
し
て
同
情
會
よ
り
上
梓
せ
ら
る
ゝ

に
至
り
て
は
更
に
大
に
佳
な
る
も
の
あ
つ
て
存
す
。
抑
同
情
會
な
る
も
の
は
北
海
の
僻
隅
に
呱
々
の
聲
を
放
ち
た
る
も
の
に
し
て
世
上
此
を
知
る
も
の
甚
た
少
な
く
斯
業
に

關
係
を
有
す
る
人
士
も
尚
大
に
注
目
せ
し
な
き
を
疑
ふ
然
れ
ど
も
同
情
會
が
斯
業
に
効
果
を
與
へ
た
る
は
今
や
決
し
て
掩
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
實
に
し
て
乃
ち
原
胤
昭
氏
留
岡

孝
助
氏
の
如
き
實
に
こ
の
會
の
主
唱
者
に
て
あ
り
き
」（
英
國
多
羅
句
氏
原
著
、
日
本
同
情
會
員
譯
述
『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論 

全
』
序
（
同
情
會
、
明
治
三
〇
年
）
三
ペ
ー
ジ
。

（
24
）
復
刻
版
『
獄
事
叢
書
』
第
一
巻
（
不
二
出
版
、
一
九
九
八
年
）
所
収
「
第
一
號
・
監
獄
學
・
多
良
句
氏
行
刑
新
論
」
五
ペ
ー
ジ
。

（
25
）
同
右
、「
第
一
號
・
第
一
巻
」
三
二
ペ
ー
ジ
。

（
26
）
復
刻
版
『
獄
事
叢
書
』
第
三
巻
所
収
「
第
二
五
號
・
奥
付
」。
な
お
、
こ
の
「
出
版
豫
告
」
で
は
、
全
体
の
「
三
分
の
二
」
が
掲
載
済
と
あ
る
が
、
実
際
に
は
原
著
第
六
章

の
中
途
で
第
二
二
号
へ
の
掲
載
が
終
わ
り
、続
編
は
次
号
以
下
に
掲
載
さ
れ
ず
に
終
っ
た
の
で
、章
数
だ
け
で
言
え
ば
全
一
七
章
中
の
半
分
以
下
、ペ
ー
ジ
数
で
は
全
四
百
ペ
ー

ジ
の
ほ
ぼ
半
分
と
い
う
段
階
で
あ
っ
た
。

（
27
）『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論 

全
』
ペ
ー
ジ
表
記
な
し
。

（
28
）
同
右
、
序
一―

二
ペ
ー
ジ
。

（
29
）
拙
稿
「『
小
河
文
庫
』
蔵
書
目
録
」、『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
社
会
科
学
』
第
七
号
（
一
九
九
六
年
度
）、
七
七
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
30
）W

illiam
 T
allack, Penological and Preventive Principles, London: W

ertheim
er, Lea &

 Co.,1889.　

I.―
Principles Essential in D

im
inishing Crim

e and Pauperism
. . . . . 1

II.―
Prison System

 generally U
nsatisfactory. . . . . 50

III.―
Prison Separation and Classifi cation. . . . . 107
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IV
.―
Perpetual or Life Im

prisonm
ent. . . . . 151

V
.―
H
abitual O

ff enders, or „Recidivistes “ . . . . . 165
V
I.―
Prison Labour. . . . . 198

V
II.―

Prison O
ffi  cers. . . . . 216

V
III.―

O
n System

atic Prison V
isitation. . . . . 237

IX
.―
T
he A

id of D
ischarged Prisoners. . . . . 259

X
.―
Sentences―

272
X
I.―
Fines and Forced Labour, as Substitutes for Im

prisonm
ent. . . . . 281

X
II.―

Corporal Punishm
ent. . . . . 290

X
III.―

Conditional Liberty and Probation System
s, in Lieu of Im

prisonm
ent. . . . . 299

X
IV
.―
Crim

inal Statistics. . . . . 315
X
V
.―
T
he Police: especially in relation to Paw

nbrokers, Publicans, Prostitutes and the Prevention of Crim
e. . . . . 326

X
V
I.―
N
eglected Y

outh and Juvenile D
elinquency. . . . . 349

X
V
II.―

Conclusion. . . . . 385
Index. . . . . 409

な
お
日
本
同
情
會
員
譯
述
『
刑
罸
及
犯
罪
豫
防
論 

全
』
で
各
章
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

第
一
章　

罪
悪
及
貧
困
を
減
却
す
る
に
必
要
な
る
原
則

第
二
章　

監
獄
制
度
は
一
般
に
不
完
全
な
る
を
論
す

第
三
章　

分
房
隔
離
法
并
に
階
級
法
を
論
ず

第
四
章　

無
期
或
は
終
身
監
禁
を
論
ず

第
五
章　

慣
習
的
犯
罪
者
を
論
す

第
六
章　

監
獄
作
業
を
論
ず

第
七
章　

司
獄
官
を
論
ず

第
八
章　

組
織
的
監
獄
視
察
を
論
ず

第
九
章　

出
獄
人
の
保
護
を
論
ず
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第
一
〇
章　

宣
告
を
論
ず

第
一
一
章　

監
禁
に
代
ふ
る
に
罰
金
と
強
壓
的
役
業
を
以
て
す
る
を
論
す

第
一
二
章　

肉
刑
を
論
ず

第
一
三
章　

監
禁
に
代
ふ
る
に
假
放
免
及
び
試
練
法
を
以
て
す
る
こ
と
を
論
す

第
一
四
章　

警
察―

特
に
質
商
、
酒
店
、
娼
妓
及
び
犯
罪
の
豫
防
に
關
す

第
一
五
章　

結
論

（
31
）W

illiam
 T
allack, Penological and Preventive Principles, Second and Enlarged Edition, 1896,
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A
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O
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IX
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X
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X
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X
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X
III.―
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X
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X
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X
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X
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X
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IV
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A
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A
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（
32
） Ibid., p. 3. 

こ
の
個
所
は
本
書
第
一
章
の
冒
頭
近
く
の
一
節
で
あ
る
。
第
一
章
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
変
更
が
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
両
版
の
間
で
は
語
句
の
違
い
が
若
干

あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
第
二
版
の
方
で
訳
出
し
た
。

（
33
）Ibid., p. 84.
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（
50
）『
第
一
回
布
教
講
習
會
講
義
録
』
二
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
51
）
同
右
。

（
52
）
同
右
、
二
一
四
ペ
ー
ジ
。

（
53
）
同
右
。

（
54
）
同
右
、
二
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
55
）
同
右
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
56
）
同
右
。

（
57
）
同
右
。

（
58
）
同
右
、
二
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
59
）
同
右
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
60
）
拙
稿
「
小
河
滋
次
郎
の
犯
罪
豫
防
論
綱
」
三
六―

三
七
ペ
ー
ジ
。

（
61
）『
第
一
回
布
教
講
習
會
講
義
録
』
一
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
62
）
拙
稿
「
小
河
滋
次
郎
の
犯
罪
豫
防
論
綱
」
五
五
ペ
ー
ジ
。

（
63
）『
第
一
回
布
教
講
習
會
講
義
録
』
二
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
64
）
同
右
。

（
65
）
同
右
、
二
三
六―

二
三
七
ペ
ー
ジ
。

（
66
）
矯
正
協
会
編
集
『
少
年
矯
正
の
近
代
的
展
開
』（
財
団
法
人
矯
正
協
会
、
昭
和
五
九
年
）
第
一
編
「
明
治
期
に
お
け
る
幼
年
者
処
遇
の
展
開
」
第
二
章
「
明
治
期
に
お
け
る
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幼
年
者
に
対
す
る
懲
治
制
度
」
第
六
節
「
幼
年
囚
及
び
懲
治
人
に
対
す
る
特
別
処
遇
」
に
お
い
て
、「
司
法
省
当
局
の
紀
律
主
義
の
強
い
風
潮
の
中
で
、
司
法
省
監
獄
事
務
官

小
河
滋
次
郎
は
、
清
国
監
獄
法
の
編
纂
の
た
め
に
、
明
治
四
一
年
四
月
に
清
国
政
府
に
招
聘
さ
れ
」、
こ
の
結
果
「
懲
治
人
及
び
幼
年
受
刑
者
の
教
育
が
、
突
然
大
木
が
折
れ

る
よ
う
に
終
焉
に
向
か
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
四
八
ペ
ー
ジ
）。「
こ
の
の
ち
、
典
獄
会
同
も
し
く
は
名
称
変
更
後
の
刑
務
所
長
会
同
で
、
未
成
年
者
に
対
す
る
教
育

的
処
遇
が
、
独
立
の
関
心
を
惹
く
こ
と
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
」（
守
屋
克
彦
『
少
年
の
非
行
と
教
育―

少
年
法
制
の
歴
史
と
現
状―

』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
七
年
、

五
三
ペ
ー
ジ
）
の
で
あ
り
、
行
刑
当
局
に
お
い
て
大
き
な
転
換
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、「
未
成
年
者
に
対
す
る
教
育
的
処
遇
」
を
推
進
す
る
と
、
な
ぜ
犯
罪
の

減
少
、
予
防
に
は
至
ら
な
い
の
か
。
そ
の
否
定
的
根
拠
を
、
例
え
ば
当
時
の
司
法
省
監
獄
局
長
小
山
温
は
犯
罪
と
は
紀
律
違
反
で
あ
り
、
そ
の
破
ら
れ
た
紀
律
は
紀
律
を
以

て
し
か
守
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
、「
犯
罪
人
ヲ
待
ツ
ニ
ハ
紀
律
ヲ
以
テ
シ
ナ
ケ
レ
ハ
ナ
ラ
ヌ
」（『
少
年
矯
正
の
近
代
的
展
開
』
四
七
ペ
ー
ジ
）
と
断
定
し
て
い

る
だ
け
で
あ
っ
た
。「
未
成
年
者
に
対
す
る
教
育
的
処
遇
」
が
不
可
な
の
は
そ
れ
が
紀
律
で
は
な
い
と
い
う
見
地
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
此
事
業
よ
り
も
尚
先
じ
て
す

べ
き
こ
と
が
多
い
か
ら
、
其
方
に
先
づ
着
手
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
比
較
考
量
を
通
し
て
の
「
犯
罪
の
減
少
、
予
防
」
に
資
す
る
政
策
判
断
が
介
在
す
る
余
地
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
67
）
拙
稿
「
上
田
郷
友
會
月
報
に
見
る
小
河
滋
次
郎
」、『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
社
会
科
学
』
第
九
号
（
一
九
九
八
年
度
）、
四―

三
一
ペ
ー
ジ
。

（
68
）
脇
圭
平
訳
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）
九
九―

一
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

（
69
）
海
老
坂
武
『
新
・
シ
ン
グ
ル
ラ
イ
フ
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
70
）
同
右
。
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